
自己決定権とは私的な事柄を公権力の介入・

干渉なしに決定することができる権利です。し

かし、自己決定権とは、何をしても良いという権

利ではなく、自己責任を伴うものです。これは、

憲法第13条が保障する基本的人権の1つです

（図3）。

2．インフォームドコンセントは法理
IC Doctrine（法理）：アメリカでは法律

(Canfurberr  Colombia1972)

インフォームドコンセントは医療侵襲を正当

業務行為にする法律概念ですが、また、自らの

身体処分に関し自己決定を行うという倫理概念

でもあります。法律に倫理概念を入れたものな

ので法理といわれています。

これは、1979年のオレゴン州法がもととな

っており、ここでは、

① 行おうとする手技ないし治療法

② 手技ないし治療法に他の選択肢があればそ

の方法

③ その手技ないし治療法に危険が伴うときは

その確率

を説明し同意を得るべきだとされました。

3．インフォームドコンセントの説明規定
現在では、インフォームドコンセントを得るた

めの説明については図4の5項目を説明する必

要があるとされています。

図4 -④についてはその方法と利害得失を、

図4-⑤についてはその将来予測を説明します。

4．患者さんが治療を受けるということ
一般に患者さんが来院し、「お願いします」と

診察の意思を示した場合は、民法第656条「準

委任契約」…本節ノ規定ハ法律行為ニ非ザル事

務ノ委託ニ之ヲ準用ス…により、治療契約が成

立することと法的に解釈します。したがって法

的には診療行為を、患者の委託を受けて行う医

師・歯科医師の受託事務ととらえられています。

5．医師・歯科医師の民法上の責務
民法第656条に従って患者さんが診療を申

し込んだら医師・歯科医師は診療契約に従い

図5のような責務を負うことになります。

図5-①、④については特に説明はいらないで

しょうが、図5-②、③については用語について

少し説明しておきます。

◆ 医療水準（最高裁判例 昭36.12.16.

民事裁判判例集15巻2号244頁）とは

「ここでいう医療水準とは診療当時のいわゆ

る臨床医学の実践における医療水準」を指しま

す。また、「医師は患者に現代の医療水準による

適切な診療を施さなければならないという職業

上の義務が遂行できるように研鑽を怠ってはな

らない」（東京地裁判例 平5.1.28．判例時報

1473号66頁）とわれわれに「研鑽義務」も同時

に課しています。

◆ 受任者の注意義務とは善管注意義務

診療契約（準委任契約）に基づく責務を履行す

るについて、医師・歯科医師には善管注意義務

（善良なる管理者の注意義務）が生じます。善管

注意義務とは

① 一定の危険を予測するという結果予見義務

② 予測した危険に対応した結果回避義務

の2つを示しますが、結果回避義務は危険回避

義務でもあります。

医師の注意義務については「いやしくも人の

生命及び健康を管理すべき業務（医業）に従事

する者は、その業務の性質に照らし、危険防止

のために実験上必要とされる最善の注意義務

を要求される」（最高裁判例　昭36.2.16.民事

判例集15巻2号244頁）とあり、「最善の」という

ところに注目して医師・歯科医師は厳しくこれ

を受け止めなければならない内容です。したが

って患者さんに注意を与える場合にその指示

は、かなり具体的、かつ的確にしなければならな

いということになります。これらの内容によって

は先生のプライドが傷つくと感じることもある

でしょうが、患者さんとの準委任契約を履行するた
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はじめに
医学の発達により各分野が発展し、細分化さ

れ、医療が多様化してきました。そして、高度先

進医療が進んできた現在では、遺伝子レベルの

オーダーメイド医療までが選べるような時代に

なってきています。

このため、近来は、患者さんが今から受けよ

うとする医療の方法が1つだけではなくなり、

選択肢が複数かつ複雑になってきているのが

現状です。かつての炎症性疾患が中心だった時

のように「患者のために誠心誠意尽くす」とい

うヒポクラテスの誓いに代表される、いわゆる

Paternalism（パターナリズム＝父が家族に与

えることのようなもの）（図1）の考え方だけで

は現代医療への対応が十分だとはいえなくな

ってきました。

そして、選択肢が複数になると、患者さんは

その中から1つを選ばねばならず、必然的に医

療を受ける患者さん側の医療に対する接し方、

考え方が大きく変化してきました。

この医療の複雑化による選択肢の増加が、20

世紀当時の医療にInformed Consent(インフ

ォームドコンセント)の必要性を生みました。

1．インフォームドコンセントの形成と
自己決定権
インフォームドコンセントは図2のように裁判

の歴史から成り立ってきました。

「同意原則」（図2-①）は、治療行為がたとえ

医学的に正しく処置されて成功していても、患

者もしくは法定代理人の同意を得ていなけれ

ばその侵襲は傷害罪にあたるということで、侵

襲の違法性に対する同意ということが焦点でした。

患者が自らの身体の処分に関し自己決定権を

行使するためには同意に先立つ説明が必要に

なります。説明を受け、理解をして初めて決定権

を行使できるわけなので、「説明原則」（図2-②）

の確立をもってインフォームドコンセントが完

成したといわれています。
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※Paternalism（パターナリズム＝父が家族に与えることのようなもの） 

インフォームド コンセント 
の説明規定 

①病気とその病気の現状 

②これに対してとろうとする治療の方法 

③その治療法の危険度 

④それ以外の選択肢として可能な治療 

⑤予後、即ちその患者の疾病について 

医師・歯科医師の 
民法上の責務 

①医師が説明して患者から同意を得ること 

②医療水準に即した治療をすること 

③受任者（医師・歯科医師）の注意義務 

（民法第644条） 

④受任者の報告義務（民法第645条） 

憲法第13条 
[個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉] 

すべての国民は、個人として尊重される。生命、

自由及び幸福追求に対する国民の権利につい

ては、公共の福祉に反しない限り、立法その他

の国政の上で、最大の尊重をする。 

その権利は以下に反しない場合のみ保障される 

①公共の福祉に反しないこと 

②他人の権利を侵害しないこと 

千葉県開業

東京弁護士会 医療過誤法部会会員 別部尚司

図1．ヒポクラテスの誓いに代表されるパターナリズムに基づく

医療とインフォームドコンセント

図2．インフォームドコンセントの「同意原則」と「説明原則」

図4．インフォームドコンセントの説明規定 図5．医師・歯科医師の民法上の責務図3．自己決定権は憲法第13条にて保障され

ている

めには当たり前のこととされます。

例えば、術後や投薬後の指示について、In、

Cr、Br、義歯などを口腔に適応した際には患者

さんに、「外れて飲み込む可能性がありますよ」

と伝えなければならないし、鎮痛薬を処方する

場合には、「痛み止めを服用したら、眠くなるこ

とがあるので車の運転をしてはいけませんよ。

眠くなったら困るような一般生活にも注意し、

危険を未然に回避しなさいよ。」というように誰

でもがはっきりわかるよう具体的に指示しなけ

ればならないということです。

したがって、もし、これらの注意をしなかった

場合に、鎮痛剤を服用し患者さんが交通事故を

起こすと、当然、医師・歯科医師が罰せられると

いう結果になります。

法律適用の現実は思いのほか厳しく感じられ

るものです。

1）自己決定権からQOL（生活・生命の質）を守る

医療に関する専門的知識を持っているのは、

医師・歯科医師の方なので、医療側から患者さ

んやその家族に進んで働きかけ、自ら受ける治

療法の選択ができるように、医療に対する理解

を深めてあげる必要があります。インフォーム

ドコンセントは患者さんが生涯のQOLを視野

に入れて、自らの考えに従って、治療法の選択肢

を選べるようにすることまでが必要とされてい

ます。

われわれ医療職の仕事を一言で表現すると

利点欠点、危険率などを詳細に解り易く説明し、

患者さんがそれらの選択肢を十分理解した上

で、自己決定権を行使します。これをインフォー

ムドチョイス、またはインフォームドディシジョン

（図6）と呼び、現在の臨床ではこれを成就する

ことが重視されています。患者さんがインフォ

ームドチョイスを形成する際の鍵は、リスクや不

利な点への理解なので、患者さんにとってマイ

ナスと思われる点の説明を十分にすることで

良いインフォームドコンセントが得られます。

2）医療は医療側と患者さんの共同作業

現在の臨床は、患者さんが自己決定権を行使

し、手術や治療法を選ぶことから、生活習慣病

や慢性疾患などに対峙していく際にも患者さん

と医療側が協力し合って行う共同作業だとされ

ています。

このように医療は、患者さんのベネフィットを

第一に考える時代になってきています。

7．診査・診断・治療計画と
インフォームドコンセント

1）診断の重要性

処置に入る前にまずインフォームドコンセン

トを得る準備をします。その準備は、「診査・診

断」と「長期的予後を見通した治療計画の立案」

です。主訴がどんなに小さくてもこれをしっか

り行わないと正しいインフォームドコンセント

は行えません。

「QOLを守り、保存すること」ですから、民法第

656条に従って準委任契約を結ぶと、患者さんの

QOLに直接関係する予後には責任が生じます。

そこで歯科治療の目的は長期的な予後の見

通しのある顎口腔環境の改善・獲得になります。

2）QOLを守るには患者さんも含めた

チーム医療が必要

医療は医学の進歩に伴い専門化が進み、患者

さんを1人の医師が診る形態から、多くの専門

職が関わる形態へと変化してきました。

また、医療が単に疾患の治療に専念していた

時代から、全人的医療の時代へと変化してきま

した。この2つの理由から、医師、歯科医師、看

護婦、歯科衛生士、放射線技師、検査技師、心理

療法士、歯科技工士、MSW、ケースワーカー、介

護士などがチームを組んで、治療に当たるよう

になりました。

そして、近年QOLへの注目が高まるとともに、

患者さんの意向が尊重、優先されることが要請

されてきました。

6．インフォームドコンセントを
おこなうための基本的な考え方

1）患者さんのベネフィットを第一に

現在のインフォームドコンセントに対する考

え方は、医療を提供する医師・歯科医師が、ただ

単に患者さんに説明して、承諾を得ることだけ

では十分とはされず、患者さんに受ける医療の

①インフォームド コンセント 
の「同意原則」 

●成年に達し、正常な精神を有するもの

にはすべて、自らの体に何をされるべ

きかを決定する権利を持っている 

●患者さんの承諾なくして手術をお

こなう外科医は障害を起こすこと

になり、これについての損害賠償

の責任を負う 

（Scholoendorff事件　N.Y.1914） 

②インフォームド コンセン
トの「説明原則」 

●医師は予定される治療に対する患

者の賢明な同意（CONSENT）の

形成に必要なすべての事実を開示

（IMFORM）しなかったら、医師は

義務違反をしたのでその責を負う

(Salgo事件　C.A.1957)
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◆ 医療過誤をおこさないためには問診が重要

過去と現在を知り未来を予測するという診断

作業において問診は、患者さんの過去と現在の

情報を聞き出し、個人的特徴を知ることができ

る重要な項目です。

「医療過誤をおこさないためにまず何が大切

なのか」の問いに対する答えが問診です。それ

は、医療水準に即した診療を行うために必要な

前提条件でもあるのです。

これには最高裁判例（昭51.9.30）があり、「問

診は異常の第一次的な発見機能を持つ」として

います。ですからもし、問診が十分でない場合

は、法的に問題が生じます（図7）。問診に関して

は、患者さんにも法的な権利と義務（図8、図9）

があり、神戸地裁（平6.3.24 判例時報1525

号115頁）は「医療行為は、その性質上医師と患

者の信頼関係、協同関係を基礎として行われる

ものであるから、患者としても誠実にできる限

り正確な情報を提供すべきである」としていま

す。医療過誤事件（裁判にならないのも含む）の

多くが、この問診の問題だそうです。この中の

「信頼関係・協同関係を基礎として」に注目して

下さい。これがチーム医療の必要性の根拠にな

ります。

◆ APIなどの顎関節の検査記録

歯科関係の医療過誤事件におけるTMJやそ

れに関連する頚腕症候などの不定愁訴問題も

とても頻度が多いのです。そこで、咬合に異常

がある場合には、いわゆるCRとCOの不一致

を記録しておくべきです。裁判が生じた場合

にこのような記録がないと、咬合治療の根拠

をしっかりと証明することができず、困ること

になります。

2）シークエンシャルトリートメントプランニング

の立案とインターディシプリナリーアプローチ

基礎資料の収集を基にそれぞれの問題点を

リストアップしたら治療計画を立てます。

情報を分析し考察を加え、最も可能性の高い

仮説を立てて、順次段階的に問題点を解決して

いこうと考えることがシークエンシャルトリート

メントプランニング（段階的治療計画）の立案作

業です。

この時に重要なことは、術者が何をしたいか

でなく、患者さんのベネフィットを第一に考えて

治療計画の組み立てを行うことです。症例が複

雑になればなるほど、どの処置をいつ、どこで

行うかの順序立てが良い治療のゴールを得る

ために重要になります。症例がとても複雑にな

ると一人の力だけでは不十分になり、最初の診

断の組み立て時から実際に専門医とタイアップ

をしてチームを組み、より確実なインターディシ

プリナリーアプローチを行っていかなければ良

い治療結果は生まれません。

あまり、複雑でない症例では、自分1人の頭の

中でそれぞれの専門医の立場（補綴、歯周病、

歯内療法、矯正、顎顔面外科など）から考えて、

治療の順序で無駄がでないように、時系列で計

画を組み立てて、順番を決めていきます。

3）セカンドオピニオンの導入と

各ステージにおける再評価

良好なインフォームドコンセントを形成する

ためには、積極的にセカンドオピニオンを取り

入れていくという姿勢も必要です。

実際に、専門医とチームを組んでインターデ

ィシプリナリーアプローチを行うのも1つのセ

カンドオピニオンを取り入れる方法です。そし

て、それぞれの段階ごとに再評価を重ね、シー

クエンシャルトリートメントプランニングを積み

重ねていきます。そしてその過程を患者さんに

随時知らせてインフォームドコンセントを重ね

ていきます。

4）治療方法に対するインフォームドコンセント

の得方

さて、診断とその対応策が決まったら、患者さ

んには、病名は何で、現在の医療水準ではどん

なことが可能なのか、また、それに伴うリスクは

どんなことがあるのかを伝え、予後の見通しを

提示します。患者さんが具体的に理解できるよ

うに専門用語をできる限り平易な言葉に置き換

え、相手を考えて解りやすく、説明していきます。

この際には、具体的に症例写真をお見せしたり、

説明に図示を加えたりして、患者さんが実感とし

て感じ取れるように努力すると良い理解が得ら

れます。

知っておきましょう 
十分な問診をしないで過誤を起こしてしまった場合、 

どうなるのでしょうか？ 

問診しない医療侵襲により過誤を招くと 

違法であると評価されるので、正当業務行為には 

ならないと解釈されます。 

すると…傷害罪・傷害致死罪（刑法第204条） 

あるいは業務上過失致死傷罪（刑法第211条）を 

問われることになります。 

ですから、十分な問診が必要になります。 

5）文書での同意の確認を必要とする場合と

その注意

手術の必要でない場合や可逆的処置につい

ては口頭による同意や口を開けるなど黙示に

よる同意も認められます。しかし、「手術が必要

である処置を行う場合」、また「手術ができなく

て内科的処置のみ行う場合」は、いずれも文書

による同意が必要になります（図10）。

歯の削合処置は、非可逆的処置なので、手術と

同様に捉えます。そこで、ほとんどの歯科的処

置は原則的に文書による同意を必要とします。

要するに元へ戻どすことのできない処置、い

わゆる非可逆的処置を行う場合はインフォーム

ドコンセント成立の証の文書が必要となるとい

うことです。

これら文書の作成時には、特に客観性や公平

性に配慮する必要があります。そこで、説明時に

はできるだけチームスタッフを同席させ、立会

い者として署名させておくと良いでしょう。同様

に、一緒に聞いていただいた患者さんの家族付

き添い者にも署名してもらうと、良い客観性が

得られます。

誓約書などの文書「…手術の結果について

は一切異議を申し立てない」については、例文

解釈と公序良俗違反により、最高裁でその無効

が確定しています（最高裁判例、昭43.7.16.判

例時報527-551）。そこで、このような文書に

患者さんの署名をもらうことは、かえって不信感

を募らせてしまう結果となり、良いインフォーム

ドコンセントが得にくくなるのでやめましょう。

そのほか、インフォームドコンセントを得るた

めにお約束したことや話し合った内容について

大事なことは極力文書化し、サインを交わし合

っておくとトラブルを未然に防げます。ヒトは誰

でも自分にとって都合の悪いことは忘れがちだ

からです。

8．インフォームドコンセントの具体例
【症例】

この患者さんは下顎前歯部の間隙を主訴に

来院されました（図11）。

まず「基礎資料の収集」を問診、視診、触診、

聴診、検査（図12）を行い、問題点を抽出します。

◆基礎資料の収集

基礎資料は、各種診査および検査、顔面・口

腔などの臨床写真、レントゲン写真、スタディー

キャスト、質問表により収集し、現症は全身状

態、心身の状態、頭頚部における諸問題、顎顔面

の発育および顔面における口腔バランスまで

記入します。

口腔内所見については、歯牙・歯列の問題、歯

周組織の問題、そのほかの口腔内疾患、顎関節

と歯牙・歯周組織との状態、審美的バランスを

順番に記入していきます。

◆問題点の抽出

さて、基礎資料が出そろうと自動的に問題点

の抽出ができてきます。ここで、「なぜ下顎前歯

に間隔が存在するのか」を考えることができ、

その原因を探求していきます。

この間隙について患者さんは、「若い頃からあ

ったが、だんだん隙き間が増してきている」と

話しておられ、現症としての大臼歯部のチップ

オフ、咬耗状態および大臼歯欠損の状態がクロ

ーズアップされてきます。これらのことを総合

的に診ると、咬合高径の低下が、相対的なマク

ログロッサ（巨舌症）をまねき、それに隙間が精

神的に気になっていたことがトリガー（引き金）

となり、舌癖が強く生じて症状が悪化してきた

と考えることができます。

◆説明と自己決定権の行使

さて、この症例は、幸いなことにあまり複雑な

ケースではなかったので、個人によるインター

ディシプリナリーアプローチで治療計画を立案

しました（図13）。審美、機能、構造、ホメオスタ

ーシスの獲得（図14）を実現する治療のゴール

を目指して、現代医療では何が可能なのか、そ

れに伴うリスクは何か、予後はどうなのか、また、

治療についやす時間と費用はどれくらいなのか

をお知らせします。また、本症例は審美改善が主

訴なので、その処置結果がどのように見えるの

かを具体的に示すことが重要で、症例写真、シ

ェーマ、また顎模型を調節性咬合器に装着し作

成した矯正セットアップモデルおよび、ダイアグ

ノスティックワックスアップで選択肢を明示し、

患者さんが自己決定をしやすいようにそれぞ

れの方法を説明していきました（図15、図16）。

審美改善処置で注意することは、処置後、患

者さんの十分な審美的満足感が得られなけれ

ば問題を起こすということです。審美改善治療

の難しさがここにあります。特にこの点に留意

し、処置後に「事前の説明とは違った」という不

満が起きないように、事前に実感として感じ取

れるようできる限りしっかりと説明します。

◆ 説明規定に従って患者さんに説明する

1．病気とその現状

①歯牙の位置と歯列の評価について特に 1 2

3 部には問題がある

②歯周病に関しては4mm以上の深いポケット

部は嫌気性菌群による骨破壊が持続して起

きていて、歯周外科または定期的なプロフェ

ッショナルクリーニングが必要です。急性炎

症を表すプロービング時の出血部は、オーラ

ルフィジオセラフィーの徹底でコントロール

することが可能です。

③顎関節を中心とする顎口腔の力学的問題に関

して

顎関節および、その周囲組織との調和は不定愁

訴がないことから一応保たれてはいるが、眼に

見えない内部応力の蓄積については不明です。

歯牙やその周囲組織の力学的問題は､咬耗の

状態、臼歯部PFMのチップオフ、7 の欠損、

歯槽骨を伴う歯牙の唇側方向への移動傾向、

すりへりによる口腔容積の減少から舌の置き

場所の問題が生じてきています。① 2 ③

のブリッジの舌側面形態不全から運動路不

調和の問題が出てきています。

2．これに対してとろうとする治療方法、危険度、

それ以外の選択肢、予後の説明

①包括的治療（全顎的治療）

フルマウスリコンストラクションによる口腔全体

の再構築治療（失われた咬合高径を回復する）。

②包括的治療（前歯部回復を中心として）

臼歯部は咬み合わせの修正のみを行い、前歯部

図6．インフォームドチョイス、インフォームドディジョン 図7．

インフォームド チョイス 
インフォームド ディシジョン 

●インフォームドコンセントの形成は、患者さんの

同意を得ることで、医師・歯科医師が結果責任

を回避するためのものではない 

●正確で、わかりやすい説明の結果、患者さんが

よく理解し、心から納得して、受ける治療法を

選択（INFORMED CHOICE）し、自己の責任で

診療を受けられるようにすることである 

図8.患者さんの権利 図9.患者さんの義務

図10．同意承諾書のそれぞれの書式 図11．主訴（歯の間隙と位置異常） 図12．基礎資料の収集（問題点を抽出し、段

階的な治療計画を立案するための記録書類）

※院内掲示をしておくと、協力と良い情報提供が得られます。
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患者さんと
あなたを守る
インフォームドコンセント
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を修復処置をしてアンテリアルガイダンスを正

す部分構築法（失われた咬合高径は回復できない）。

③改善方法の提示

①、②とも矯正処置で歯牙の適正位を回復

し、歯列弓を改善すれば歯髄の保存性も高く

なり、ブラックトライアングルが減少します（図

16、図17）。

修復処置法の検討は図18に示します。

歯周組織の健康度はラミネートベニアがベ

ストです（図19）。

可逆的処置のシミュレーション治療を行った

方が安全性と将来の安定性が確保できること

を説明しました。

④シミュレーション治療の導入と修復物の予知性

また修復物の予知性は、永久的ではないこと

をお話し、メインテナンスの必要性をお伝えし

ました。

◆ インフォームドコンセントの成立と処置

1度目の説明の後、患者さんの要求を伺い、

それに合わせた治療方法および手段を再度提

示し、再び説明と相談の結果自己決定権を行使

されたのは、包括的治療法としては②、審美改

善についてはブラックトライアングルは許容し、

矯正はインフォームドディセント。

歯冠修復は、歯髄に対するリスクを承知で、

矯正をしないでラミネートベニアでの改善を希

望するとのことでした。

図19．歯周組織の健康度：テクスチャーの違いに注目

（左）ラミネートベニア （右）ゲラーモデファイドデザインPFMブリッジ ※材質はどちらもd-SIGN

図17．トゥースポジションとアーチインテグリ

ティーの改善

図18．修復しうる方法の利点・欠点

図16．矯正ありなしの治療後結果予測（セットアップモデル VS 診断用ワックスアップ）
① 2 ③ は歯頸部の光透過性に配慮した

PFMブリッジ、陶材はd-SIGNを選択されました。

アンテリアガイダンスの改善についてはシミュ

レーション治療を受け入れ、最終修復物置換時

期は一任すること。これらの環境改善処置、治療

期間および費用を受け入れ、その後のメインテ

ナンスは定期的に応ずるとのことで、承諾書を

作成し、改善処置を行いました（図20、図21）。

9．何歳からインフォームドコンセント
が得れるか
最後にインフォームドコンセントを得るべき年

齢について述べておきます。

1983年のベニスで行われた第37回世界医

師会総会において、リスボン宣言に「未成年から

でもインフォームドコンセントを得なければなら

ない」という指針が加えられました。子供の同意

についてはアメリカ小児科学会のガイドライン

（1976、1995）が参照されており、7歳以上な

ら同意書にサインをしてもらうように定めていま

す。しかし、本当の意味でのコンセントを得るこ

とはまだ無理なので、7～14歳の子供には、医

療内容をわかりやすい言葉で説明し了解しても

らうアセント（assent）を得るべきだとされてい

ます。そして、15歳以上の子供にはコンセント

（consent）を得るべきだとしています。日本に

おいてもこれを準用しているのが現状です。

また、このような背景で、インフォームドコン

セントの文書は15歳程度で理解できるやさし

さで書くようにしているのです。

おわりに
これから自分に行われる医療を良く理解して

いる患者さんは医療に対して積極的に取り組む

姿勢ができています。そこで、インフォームドコ

ンセントが成立しているとチーム医療を行って

いく上でとても良い環境が持続します。

つらい手術を受け入れたり、インターディシプ

リナリーアプローチ上、他院を受診しなければ

ならないなど面倒や不安を伴うことにも患者さ

んが自ら進んでチーム医療に参加してくれるよ

うになります。医療に対するモチベーションが

持続していると積極的に医療に参画するコンプ

ライアンスが得られます。

医療を提供する側も受ける側も1つのチーム

となって困難なことに立ち向かえれば、当然、最

良の治療結果が期待できるでしょう。

いつも良いインフォームドコンセントが成立

している病院の雰囲気は非常に明るく、あたた

かなエネルギーに包まれている感じがします。

インフォームドコンセントはディスクロージャー

（情報公開）の一部なので、これが成立している

と患者さんとの間に医療の共有意識が生まれ、

開かれた医療環境が構築できます。

そこで、普段からそれぞれの病院に合わせて

インフォームドコンセントのためのシステム

を、構築しておくことが、患者さんと病院の良

い関係を保つことになり、この積み重ねが21

世紀に適応した診療態勢の実現に結びつくで

しょう。
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現在の状態の説明 

 

原因の説明 

（極力実感してもらう 

ように努力する） 

治療として行い得ること 

利点・欠点・リスク 

結果予測 

（成功と失敗の確率） 

治療にかかる時間と費用 

  説明に用いたもの 

●カルテ　●初診時口腔内写真 

●収集した基礎資料・問題点 

●スタディーキャスト（咬合器付着） 

●プレゼンテーション（PCによる） 

●説明用顎模型　●頭骨模型 

●本・フリップ　●手鏡 

●マイクロスコープの画像（TV画面） 

●TMJの動きを手で触れさせる 

●その他 

●症例写真 

●文献および成書写真 

●その他 

●あらかじめ表にしておく 

●過去の成功例 

●配慮が不十分な過去の症例写真 

●文献 

●プレゼンテ－ション（PCによる） 

●診断用ワックスアップ 

●矯正用セットアップモデル 

●その他 

●口頭説明又は表 

●費用説明・承諾用書類 

図15．患者さんに説明する際に用いる資料など

審美的自然感 歯周組織適応性 歯牙保存性 治療時間 費　用 
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ラミネートベニア 
（d-SIGN） 

オールセラミックス 
（EmpressⅡ®・PROCERA®） 

ゲラーモディファイド 
カットバックデザインPFM 
（d-SIGN） 

一般的PFM

矯正治療の説明 

●歯髄が保存できる 

●ブラックトライアングル 

　（隙間が黒く見える）が出にくい 

●時間と費用が掛かる 

●装置装着中は掃除しにくく、 

　むし歯・歯周病の危険性が増す 

●矯正装置は違和感と痛みを伴う 

利点 

欠点 

図20．術前 正面観

（ 1  1 2 の間隙、歯肉の炎症、歯肉レベルの乱れ）

図21．術後 正面観

（矯正をしなかったため、ブラックトライアングルが残

存しているが、歯周組織との調和は、得られている）

ゴール 

治療のゴール 

審美：見た目のバランス 

機能：噛む能力 

構造：作りつけた人工物を 
長持ちさせる構造 

恒常性の回復と 
組織の保存： 

自然治癒能力を活性化し、 

いつも再生可能な 

良い組織の状態を保つこと 

審　美 
の回復・改善 

構　造 
の回復・改善 

機　能 
の回復・改善 

生物学的恒常性 
の回復と組織の保存 

図14．治療のゴール

図13．シークエンシャルトリートメントプランニング

A.治療目的 

生理的なTMJ及び周囲組織

との調和を得るために、適

切なアンテリアルガイダンス

を獲得し、より確固とした

ポステリアルバイトストッ

プを得る（臼歯部の咬合安定は、

形態修正、咬合調整にとどめる）。 

シークエンシャル トリートメント プランニング 
B. Treatment  Planning & Prosthetic Design

1st  stage（炎症抑制） 

●オーラルフィジオセラフィーの徹底を図る

（細菌検査、T.B.I、スケーリング、キュレッタージ、ルートプレー

ニング、P.M.T.C）　●上唇小帯切離移動術 

●カリエス処置　●矯正セットアップモデルの

作成●Endo処置　●Diag. Wax Uｐ及びAPI 

●プロビショナルレストレーション置換 

●磨り減った犬歯にCRレジンを盛り回復する 

●再評価 

3rd  stage 
（最終修復物置換） 

●最終補綴 

 

 

 

 

●プロテクションスプリント装着 

（咬合高径の低下にも対応）  ●再評価 

2nd  stage 
（確定外科） 

●左上2　ポンティック

基底面作成のため、およ

び歯肉レベル調整のた

めの処置 

●2回目のプロビジョナ

ルレストレーション置換 

●再評価 

4th  stage 
リコール 

メインテナンス 

●メインテナンス 

（ ） 
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ラララ 

ララ ララ 
（臼歯部はセレクティブクラインディングのみ） 

ラミネートベニア 

 

CRで咬耗の回復 

ブリッジ作製   又は 

インプラント応用 

 

単冠 
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(                  )
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1  2  3  については舌側部形態を保存し、 
唇側エナメル質部を回復する。 

 7  、  6  もインプラントによる咬合 
支持回復が可能。 


